
 

自治基本条例の進め方 
時 期 予  定 条例づくりのポイント 

（平成21年度） 

 

H21.11 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
考える会 41名 
（公募市民37名、議員3名、学識経験者1名） 

H22.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
条例づくりの共通な手順・方向性を全体で理解 
グループ討議：「まちづくりの方向性」を共通認識 
 
委員9名により事務局構成（市民主体の自主的な運営） 
 
鹿沼市のまちづくりの方向性協議 

（平成22年度） 

H22.4 

～9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

「自治とは何か」協議検討中 
 
部会協議：市民部会、行政部会、協働部会（３つ程度） 
 
 
先進地調査研究 
 
全体会で、部会ごとの検討結果報告と協議 

H22.10 

～H23.3 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
骨子パンフレット作成 
 
 
市民の巻き込みについて検討 
自治会や市民活動グループへの学習会、意見交換 
 
 

 
 

 

自治基本条例学習会開催 

考える会設置・委員委嘱 

考える会で学習 

事務局の立ち上げ 

まちづくりの方向性議論 

まちづくりの方向性 
前文議論のベース 
部会議論の礎 

部会による個別協議 

全体会議：部会検討報告・協議

部会による個別再検討 

先進地調査研究・交流 

全体会議：条例文作成前の骨子

条例骨子 
と市民の巻き込み事業 
の手法決定 



 

自治基本条例の進め方 
時 期 予  定 条例づくりのポイント 

（平成23年度） 

H23.4 

～10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
新たな行政制度検討、条例文作成 など 
 
 
 
条例(案)での市民巻き込み 

H23.11 

～12 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

＜行政の対応＞ 
 
 
 
 
考える会に結果報告と対応提示 

H24.1 

～3 

 
 
 
 
 
 

 

（平成24年度） 

H24.4 

～ 

自治基本条例施行 

 

広報で周知 

考える会の新たな体制⇒チェック機能の設置など 
 
 

 

条例骨子による新たな制度・しくみ

の提案 

条例(案)を市へ提出 

3月議会 

条例(案)の説明会 

条例(案)パブリックコメント 

条例(案)パブリックコメント 
結果報告

例規審査会 


